
分割でのお払いに関して

家賃

貯蓄
がない

食費

●生活に余裕がない方がおおいです・・・・

★福祉関係者のみまもりがある場合は分割での
お支払いを受け付けてます。

分割払い

①福祉関係者が定期的に対象者の生活
を見守ってくださる場合お受けして
おります。

②分割支払いに関してはご本人と福祉
関係者、当社の３者で話し合って
お支払い計画をたてます。

③できる限り３回分割まででお願い
しておりますが、状況によっては長期
での分割支払いも受け付けます。

④事情によりお断りする場合もあります。

※お亡くなりになったりと、お支払い不能になった場合のリスクは
全て当社が負います。

《当社からのご提案》

(株)日本整理 070-1536-1229(尾上・高橋)
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